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1国保

　被保険者の皆様に、「家庭用常備薬」、「2020健康生活メモ
カレンダー」、「卓上カレンダー」を3つセットにして無料で配
付しますので、どうぞご活用ください。9月中旬頃より順次送
付しております。
※配付対象者は令和元年7月31日現在、在籍の世帯

令和元年9月13日発行

＝必読保存版＝
大阪建設国民健康保険組合

編集発行人　髙橋雅彦
大阪市浪速区敷津西2－14－22
電 話（06）6631－7112番（代表）
FAX（06）6631－7418番 　　  

長期不在等で、受け取ることができない場合は

〈国保組合本部（☎06-6631-7112）〉までご連絡ください。

くすり

　昨年度（平成30年4月～平成31年3月）健康保険証を一度も使用
されなかった健康世帯に敬意を表し、記念品をお贈りします！
※該当世帯には別途ハガキで通知
　記念品発送月の前月までの保険料納入状況を確認し、遅れている世
帯については前月までの入金が確認できるまで配送を保留します。
※令和元年11月30日まで
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家庭用常備薬、カレンダーなどを家庭用常備薬、カレンダーなどを
無料で配付します無料で配付します

髙島屋よりカタログギフトを
10月中旬頃発送予定

健康者表彰
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　予防接種をお受けになる場合は、同封している黄色の用紙を
医療機関に持参し、予防接種領収書に記入・捺印をもらい、助
成金申請書にて申請してください。
※当国保組合加入後3カ月以内の接種には適用されません。
※年度接種1回分のみ助成。
※ 助成金の支給はゆうちょ銀行口座のみ振込み可能です。ただし、組合員本人名義口座に限ります。（振
込手数料はかかりません。）

　歯は健康の源。70歳で平均20本の歯が失われているのが現状です。
80歳で20本の健康な歯を残すことを目標に、1年に1回は歯科検診を
受けるようにしましょう。

検診の内容
歯、歯周組織、軟組織、顎関節等のチェックと
口腔保健指導
※ 治療やレントゲン、歯石除去等は対象外です。

費用
240円のみ自己負担となります。

検診期間
令和元年11月1日～令和元年
12月20日

お申込み方法
国保組合本部まで、①住所②氏名③生年月
日④電話番号⑤被保険者証の記号・番号を
記載のうえ、FAX（06-6631-7418）か、
電話（06-6631-7112）でお申込みくださ
い。「歯科健康診査票」を送付します。

歯科検診歯科検診をを受けましょう受けましょう

▶申請書の書き方に注意しましょう
▶申請書は紛失しないようにしましょう
▶医療機関の証明が必要！！

先着5,000名に、１人につき１回分のみ先着5,000名に、１人につき１回分のみ
1,000円を限度で助成1,000円を限度で助成注 意

助成は1年度に1回限り

イ ン フ ル エ ザ
費 用 の 一 部 を 助 成 し ま す

ン 予 防 接 種

受診場所
大阪府歯科医師会に入会している歯科医院。
詳しくは国保組合本部までお尋ねください。

被保険者（ただし20歳以上で当国保組合加入
後3カ月を経過している方）

検診の対象者
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　当国保組合の健康保険は、被用者保険等の社会保険
ではなく、市町村等と同様の国民健康保険になります。
住所変更等で世帯から離れたりした場合は、変更があっ
た日から健康保険の資格がなくなります。
　また、社会保険等に加入した場合も、社会保険等の加
入日より健康保険の資格がなくなります。

喪失日以降に、当国保組合の健康保険証を提示し、医療機関等で受診
した場合は、医療費の返還が発生します。

　当国保組合のホームページを10月に開設を予定しています。
　国民健康保険に関する各種手続きや健康診査などの保健事業に
ついて、分りやすく解説しています。（スマートフォンにも対応し
ています。）
※詳細については次号の「いきいき」で掲載を予定しています。

ホームページ開設予定についてホームページ開設予定について

　秋の大協共同健診の案内は9月中旬

頃より送付の常備薬に同封しており

ます。同封の申込みハガキでお申込み

ください。

　他健診との重複受診はできませんの

でご注意ください。この機会にぜひ健

診を受けましょう。

秋 の 健 診 に つ い て

14日
以内に

届け出は、14日以内に！！届け出は、14日以内に！！
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柔道整復師・柔道整復師・
鍼 師のかかり方鍼 師のかかり方
　柔道整復師（整骨院・接骨院）や鍼灸師による施術のうち、健康保
険が使用できるケースは限定されています。「各種保険取扱」と表示が
あっても、健康保険の対象となる場合と、ならない場合があります。
施術を受ける前にしっかり確認して正しくかかりましょう。

健康保険が使えるケース
（一部自己負担）

※急性または亜急性（急性に準じるもの）のみ

● 外傷性の打撲・ねんざ・挫傷（肉離れな
ど）
● 骨折・脱臼の施術（緊急の場合を除き医師
の同意が必要）
● はり・きゅうは、主として神経痛、リウ
マチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び
頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症
とする疾患の治療（医師の発行した同意書
か診断書が必要）
● マッサージは、筋麻痺や関節拘縮等で、
医療上マッサージを必要とする症例（医師
の発行した同意書か診断書が必要）

●単なる肩こり、筋肉疲労など
● 病気（内科的原因による疾患）によるこり
や痛み

●脳疾患後遺症等の慢性病
● 症状の改善がみられない長期の施術（応急
処置を除く）

● スポーツなどによる肉体疲労改善のため
の施術

● 仕事中や通勤途上に起こっ
た負傷（労災保険からの給
付になります。）

● 疲労回復や疾病予防のため
のマッサージなど

●交通事故の負傷

健康保険が使えないケース
（全額自己負担）

領収書
領収書

施術を受けるときはココをチェック施術を受けるときはココをチェック

負傷原因（いつ・どこで・何を
して・どんな症状があるのか）
を正確に伝えてください。

療養費支給申請書は負傷原因・
負傷名・日数・金額を確認し、
原則患者自身が署名または捺
印してください。

領収書は必ずもら
い、保管しておき
ましょう。

※施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。
※保険医療機関（病院・診療所など）で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。

1 2 3

施術内容等の照会にご協力をお願いします

　施術内容によっては、請求内容と実際に受けられた施術内
容が一致しているかを確認するため、照会させていただく場
合があります。負傷部位、負傷原因などをご回答いただきま
すようご協力をお願いいたします。

架空請求

水増し
請求

健康保険
対象外の請求

こんなとき
こんなとき


